
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和２年９月１６日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和2年9月16日（水）午後1時30分～ 本庁舎2階災害対策室1 

２ 出席者 

付議課：桝谷保険年金課長、鈴木主事 

関係課：篠田高齢者福祉課長、佐藤健康課長 

３ 件名 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・令和３年度から受託するにあたり令和２年度中に市が行う手続きはあるのか。 

→令和２年度中に行う手続きはない。 

・令和３年度の受託に関する契約はいつ行うのか。 

→広域連合から時期について明示されていないが、令和２年度と同様の４月頃に行うも

のと想定している。 

・委託費が支払われる対象となるものは、保健事業のみか。 

→一体的な実施として行う介護予防事業等も対象となる。 

・令和３年度の既存事業のみの実施で委託費は支払われるのか。 

→対象となる事業を行っていれば、委託費の限度額の範囲で実費分支払われる。ただ

し、すでに補助金等が充てられている費用は対象とならない。 

 令和３年度については、企画調整に要する経費が対象となると確認している。 

・委託費ということだが市の持ち出しは発生しないか。 

→令和３年度については、既存事業のみを実施するため追加で市への負担は発生しない

ことを見込んでいる。令和４年度の事業については現在検討しているため未定だが、

委託費の限度額を超える場合には再度協議する。 

（指示） 

・企画政策課及び財政課とよく調整し事業の実施を進めること。 

 

 

 

 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定
を要する事

項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

・広域連合から事業を受託する時期について
・事業の実施内容について

保健師の確保について、予定されている地域包括支援センターの委託と関係
することから、よく調整すること。

令和２年度　　　　基本的な方針の策定
令和３年度　　　　受託事業開始（既存事業を活用した一体的事業）
令和４年度以降　受託事業継続（新規事業を含む発展的な事業）

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）
スケジュール

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改
正する法律

高齢者福祉課、健康課

13,800千円 （うち特定財源 13,800 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非

条例規則

議会説明 広報・ＨＰ等 無

無 報道発表

令和 2 9 16

付議書（行政経営戦略会議）

その他

参考情報

市内全域カテゴリー

部課名 健康子ども部　保険年金課

付議事案

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について

高齢者は、複数の慢性疾患に加え、運動・認知機能や社会的な繋がりが低下すると
いった状態になりやすいなど、疾病予防と生活機能維持の両面にわたる課題を有して
いる。
しかし、高齢者の保健事業は後期高齢者医療広域連合が主体となって実施し、介護
予防等の事業は市町村が主体となって実施しているため、課題に対して一体的に対
応されていない。
そのため、介護保険や国民健康保険の保険者である市町村が事業を一体的に実施
することが望ましいとされ、高齢者保健事業事務が市町村に委託できるよう令和2年4
月1日に法改正がされた。
また、これに伴い特別調整交付金に項目が追加され広域連合から市に対する委託費
に対し広域連合へ交付されるようになっている。
なお、厚生労働省の定める健康寿命延伸プランにおいて、当該一体的な実施を令和
６年度までに全市町村で展開することとされている。

広域連合が実施する高齢者の保健事業を、市が介護予防等と一体的
に実施することにより、効率的かつ効果的な事業を行い、高齢者につい
て、住み慣れた地域で自立した生活ができる期間の延伸・維持向上を
図る

市が、広域連合から高齢者の保健事業を受託し、国保保健事業や介護
予防等と一体的に実施する。

まで）

無

無

年代 場所 目的 手段高齢者 健康・福祉
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

【１】概要 

令和元年５月に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等

の一部を改正する法律」が公布され、高齢者の保健事業と介護予防に関する各法律の

改正について令和２年４月１日から施行されました。 

これに伴い、特別調整交付金に「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の財

政支援」として追加され、後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」とする）が市

町村に委託する事業の委託費に対し後期高齢者医療広域連合に交付されます。 

※ 国  →  広域連合  →  市町村(事業主体) 

    交付金      委託費 

 

【２】法改正の背景 

（１）保健事業と介護予防の現状と課題 

高齢者は、複数の慢性疾患に加え、運動・認知機能や社会的な繋がりが低下

するといった状態（フレイル）になりやすいなど、疾病予防と生活機能維持の

両面にわたる課題を有している。 

しかし、高齢者保健事業は後期高齢者医療広域連合が主体となって実施し、

介護予防等の取組は市町村が主体となって実施しているため、課題に対して一

体的に対応されていない。 

また、75 歳に到達するとそれまで加入していた国民健康保険等から後期高齢

者医療制度に異動することとされているが、広域連合は後期高齢者医療制度の

運営を通じて健康・医療情報を統括的に有しており、高齢者の健康状態を包括

的に把握することができるが、多くの広域連合は保健事業として健康診査しか

実施できていない等の事情により、異動前の保健事業と高齢者保健事業につい

ても適切に継続されていない。 

（２）一体的実施を行うことになった市町村 

以上の課題から、解決し住み慣れた地域で自立した生活ができる期間を延

伸・維持向上を図るためには、地域住民に身近な立場からきめ細かな住民サー

ビスを提供できる介護保険や国民健康保険の保険者である市町村が個々の事

業を実施することが望ましいとされ、広域連合の高齢者保健事業事務が市町村

に委託できるよう法改正がされた。 

 

【３】対象事業 

企画調整の保健師等（正規専従の保健師または特定保健指導の企画立案・調

整等に係わる業務経験のある医師、管理栄養士等）が行う、以下（１）から（３）

の事業及び地域を担当する医療専門職（正規・非正規を問わない）が行う、以

下（４）の事業 

（１）事業の企画・調整 

   蓄積されたデータや地域性を踏まえた事業全体の企画・調整・分析 
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（２）ＫＤＢシステムを活用した地域の健康課題の分析・対象者の把握 

   被保険者ひとりひとりの課題整理･分析、地域の健康課題の整理･分析 

（３）医療関係団体等の連絡調整 

   地域の医療機関と情報を共有・連携 

（４）高齢者に対する支援 

  ① 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ) 

     医療専門職が、ＫＤＢシステムを活用し、低栄養防止・生活習慣病等の重

症化予防等を行うための訪問相談、適正受診等の促進のための訪問指導、健

康状態が不明な高齢者等に対するアウトリーチ支援等を行う。 

    ※ア～ウのいずれか１つ以上を実施 

   ア．低栄養防止・生活習慣病等の重症化予防の取組 （保健事業） 

   イ．重複･頻回受診者、重複投薬者等への相談・指導の取組 （保健事業） 

   ウ．健康状態が不明な高齢者の状態把握、必要なサービスの接続 

    （保健事業・地域支援事業） 

  ② 通いの場等への積極的な関与等(ポピュレーションアプローチ) 

    ※ア～ウの全てを実施 

   ア．フレイル予防の普及啓発活動や運動・栄養・口腔等のフレイル予防などの

健康教育･健康相談の実施 （地域支援事業）  

   イ．質問票を活用し、フレイル状態にある高齢者等を把握し、低栄養や筋力低

下等の状況に応じた保健指導や生活機能向上に向けた支援の実施  

（地域支援事業） 

   ウ．検診や医療の受診勧奨や介護サービスの利用勧奨 

（保健事業・地域支援事業）  

 

【４】委託費の上限 

（１）企画調整に要する経費（市全体） 

   人件費（企画調整の保健師等）   ５８０万円 

（２）個別的支援や通いの場等の関与等に要する経費（日常生活圏域ごと） 

   人件費（地域を担当する医療専門職）３５０万円 

   その他の経費            ５０万円 

※白井市は２圏域 

 

【５】白井市での実施案について 

（１）事業の開始について 

厚生労働省の定める健康寿命延伸プランにおいて、当該「高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施」を令和６年度までに全市町村で展開するとされて

います。 

当市においては、平成３１年度から、保険年金課・健康課・高齢者福祉課の

３課でこの事業について検討してきたが、交付条件として、正規専従の保健師

等が企画調整及び対象事業の全ての進捗管理を行う事となっているため、保健
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師の人員が不足しており新規事業の実施は難しい状況です。 

そのため、令和３年度は、健康課（又は保険年金課と健康課兼務）の保健師

が企画調整等の業務を行い、既存事業の拡充のみでの開始とします。 

（２）令和３年度の実施事業について 

 ① 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ) 

高齢者福祉課地域包括支援センターが地域支援事業として実施している

高齢者実態調査事業を対象事業に位置づけます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 通いの場等への積極的な関与等(ポピュレーションアプローチ) 

高齢者福祉課高齢者支援班が地域支援事業として実施している通いの場等

（楽トレ体操や地域のサロンへの関与等）の事業を対象事業に位置づけます。 

   ※事業内容について KDB システムにより地域の課題を分析し、ア～ウの事業に

反映し実施します。 

 

（３）令和４年度の実施事業について 

令和４年度には、他の業務と調整を図り、正規専従保健師を確保し新規事業

を開始します。 

事業内容については引き続き３課で検討を行います。 

 

 

訪問等により聞き取り行う 

 
介護の利用者基本情報の様式

等を活用 
高齢者の質問票を活用 

介護に係る課題があった場合 医療に係る課題があった場合

地域包括支援センター 

常勤専門職が 

必要な支援に繋げる 

一体的実施に係る 
地域を担当する医療専門職が 
必要な支援に繋げる 

対象者の選定を行う 
（年度ごとに基準あり） 

既存部分 拡充部分 

KDB システムにより、健診・

医療・介護未利用者を抽出 
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【６】参考 他市町村の状況（令和２年３月１０日現在） 

（１）県内 

  ①令和２年度実施予定   １２市町（２２．２２％） 

   千葉市、銚子市、船橋市、館山市、松戸市、旭市、習志野市、四街道市、香取

市多古町、東庄町、睦沢町 

  ②令和３年度実施予定   １８市町（３３．３３％） 

   市川市、茂原市、成田市、佐倉市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、八街市、印西

市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、長柄町、長南町、大多喜町、御

宿町、鋸南町 

  ③令和４年度以降実施予定 ２４市町（４４．４５％） 

   その他２４市町 

（２）全国 

①令和２年度実施予定   ３９９市町村（２２．９３％） 

 ②令和３年度実施予定   ４４９市町村（２５．８１％） 

 ③令和４年度以降実施予定 ８９２市町村（５１．２６％） 
















































